
お知らせ 表 
 

 

 

永山公民館、消費生活センターと 

（ベルブ永山） 

関戸公民館、ＴＡＭＡ女性センター 

（ヴィータ・コミューネ）から 

施 設 使 用 料 改 定 の お 知 ら せ 

 

  令和２年４月利用分から、公民館（永山公民館・関戸公民館）、消費生活

センター、TAMA 女性センターの施設等の使用料が変わります。 

  

  市は、「公共施設の使用料改定にあたっての基本方針」に基づき、４年ごとに使

用料の見直しを行っています。今回は基本方針に基づき再算定を行うとともに、

10 月に消費税率が８％から 10％に引き上げられることなどを反映した改定を行

います。 

  令和元年第２回多摩市議会定例会において、使用料改定に関する条例改正が議決

されたことを受け、令和２年４月１日利用分より、使用料を改定します。いただい

た使用料は、全額施設の管理運営に使用します。詳しくは、市公式ホームページを

ご覧ください。皆様のご理解、ご協力をお願いします。  

 

 

永山公民館、関戸公民館、消費生活センタ

ー、TAMA 女性センターの新しい使用料は裏

面のとおりです。 

   ご理解、ご協力の程、よろしくお願いします。 

 

 

  令和２年４月利用分からの改定ですので、ホール本番（ベルブホール・

ヴィータホール）、ギャラリー、関戸公民館大会議室本番の 10 月１日の抽

選会から、順次、新しい使用料による申込みが必要となりますので、ご注

意ください。 

  詳しくは、公民館等窓口にお問合せください。 

               永山公民館     TEL ３３７－６６６１ 

               関戸公民館     TEL ３７４－９７１１ 

               消費生活センター  TEL ３３７－６６１０ 

               TAMA 女性センター TEL ３５５－２１１０



公民館等使用料（令和２年４月１日以降の利用分から適用） 市内団体

午前 午後 夜間 全日

永山公民館 9時から12時 13時から17時 18時から22時 9時から22時

ベルブホール（平日） ６，５６０円 ８，７５０円 ８，７５０円 ２４，０６０円 ※特別割引あり

ベルブホール（土日・祝日） ９，１２０円 １２，１６０円 １２，１６０円 ３３，４４０円 グランドピアノ

集会室 １，３６０円 １，８２０円 １，８２０円 ５，０００円 アップライトピアノ

視聴覚室 １，１９０円 １，５９０円 １，５９０円 ４，３７０円

第１音楽室 １，０８０円 １，４４０円 １，４４０円 ３，９６０円 グランドピアノ

第２音楽室 ２７０円 ３７０円 ３７０円 １，０１０円

学習室 ４７０円 ６３０円 ６３０円 １，７３０円

創作室 ７２０円 ９６０円 ９６０円 ２，６４０円

和室 ４２０円 ５６０円 ５６０円 １，５４０円

第１保育室・第２保育室 ４４０円 ５９０円 ５９０円 １，６２０円 保育目的のみ利用可

窯室 ２００円 ２７０円 ２７０円 ７４０円 別途ガス代あり

ギャラリー ― ― ― ５，０９０円

消費生活センター

科学室 ８８０円 １，１８０円 １，１８０円 ３，２４０円

調理室 １，０４０円 １，３９０円 １，３９０円 ３，８２０円 調理目的のみ利用可

講座室 １，３３０円 １，７６０円 １，７６０円 ４，８５０円

関戸公民館

ヴィータホール（平日） ７，１６０円 ９，５５０円 ９，５５０円 ２６，２６０円 ※特別割引あり

ヴィータホール（土日・祝日） ９，９５０円 １３，２７０円 １３，２７０円 ３６，４９０円 グランドピアノ

第１学習室 ９７０円 １，３００円 １，３００円 ３，５７０円

第２学習室 ９７０円 １，３００円 １，３００円 ３，５７０円

第３学習室 ９１０円 １，２１０円 １，２１０円 ３，３３０円

創作室 １，０００円 １，３４０円 １，３４０円 ３，６８０円

和室１ ３３０円 ４４０円 ４４０円 １，２１０円

和室２ １６０円 ２２０円 ２２０円 ６００円

保育室 ３５０円 ４７０円 ４７０円 １，２９０円 保育目的のみ利用可

茶室 ６２０円 ８３０円 ８３０円 ２，２８０円

スタジオ １，０６０円 １，４２０円 １，４２０円 ３，９００円 アップライトピアノ

ギャラリー ― ― ― ５，０９０円

ＴＡＭＡ女性センター

ワークショップルーム ６１０円 ８２０円 ８２０円 ２，２５０円

備品

アップライトピアノ ７５０円 １，０００円 １，０００円 ２，７５０円

グランドピアノ ８７０円 １，１６０円 １，１６０円 ３，１９０円

市外団体は、上記金額の倍額となります。

備考

大会議室使用は
合算額

※特別割引とは、使用日の３週間前の日以降の申し込みで、演出関係設備等を使用しない場合、使用料が規定使用料の半額となりま
す。（特別割引はホールのみ適用です。ただし、備品は規定料金です。）詳しくは受付でご確認下さい。

高校生以下の児童・生徒・幼児が過半数である団体若しくは、障がい者が過半数である団体（障害福祉課の登録証が必要）は、使用料
の２分の１が減額（保育室・備品を除く）になります。

予約を取り消す場合は、使用日３０日前（ホール１５０日前）までは全額、使用日の前日（ホール７日前）までは半額が返還されます。電
話にて取消受付できます。還付手続きが必要となります。

 


